指定生活援助サービス事業所における従業者の研修等に係る誓約書
年　　月　　日

　　　長崎市長 様
（法人名称）
　　　　　　　　　　　　　　　　                                                  
（代表者の職名・氏名）
            　　　　　　　　　　                                                  
　　　　　　　　　　　　　　　　  （事業所名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                        
指定生活援助サービス事業所における従業者について、長崎市指定介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱第45条第1項の規定を遵守することを誓います。

【長崎市指定介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱】

　（従業者の員数）

第４５条　指定生活援助サービスの事業を行う者（以下「指定生活援助サービス事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定生活援助サービス事業所」という。）ごとに置くべき従業者（指定生活援助サービスの提供に当たる介護福祉士、法第８条第２項に規定する政令で定める者又は市が定める研修修了者をいう。以下この節から第５節までにおいて同じ。）の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

